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(57)【要約】
外側ライナーに付けられ、間隔をあけて配置されて背を
規定する一対のカバーボードと、カバーボードの一方の
設置領域上及び内側ライナー上に設置される薄膜型セキ
ュリティ装置を具備するハードカバー製品。１つの局面
では、１つのカバーボードは、その中に薄膜セキュリテ
ィ装置が存在することを表面的に示すことなく薄膜セキ
ュリティ装置を挟む、一対の対向するシートの積層物で
ある。他の局面では、カバーボードの表面に付けられた
薄膜セキュリティ装置は、内側又は外側ライナーにより
、隠れるように覆われる。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハードカバー製品であって、
　外側ライナーと、
　ハードカバー製品の背を規定するように間隔を空けて配置され、ハードカバー製品の対
向するカバーボードを規定し、それぞれの主たる面が、前記外側ライナーの主たる面に付
けられる一対のカバーボードと、
　少なくとも１つのカバーボードと、
　前記カバーボードの対向する平坦面に対して積層するように付けられた内側ライナーと
を具備し、
　前記少なくとも１つのカバーボードは、
　　厚さを超える長さ及び幅を持つ、対向する平坦面を有する一対の対向するシートであ
って、該対向する一対のシートのうちの第１のシートは、その平坦面上の選択された部分
に設置領域を規定するものと、
　　前記設置領域上に設置され、これに付けられた薄膜セキュリティ装置であって、前記
シートの厚さの小部分(minority)以下の厚さを有するものとを具備し、
　　前記一対の対向するシートは、その間に前記薄膜セキュリティ装置を、これが隠れる
ように挟み、前記カバーボードの一方の対向する辺は、その内部に前記薄膜セキュリティ
装置が存在することを表面的に示さないように実質的に平行であり、それによって、前記
カバーボードの１つの中に封入され積層されるセキュリティ装置の存在が日常的な表出か
ら隠され、
　それによって前記対向するカバーボードは、ハードカバー製品の背の対向する辺により
規定される線に沿って折りたたみ式に共に移動するおもてカバーと裏カバーを規定する、
ハードカバー製品。
【請求項２】
　前記外側ライナーは、前記一対のシートのうちの一方の前記設置領域と整列された部分
上に表示される、コード化表示を規定する請求項１記載のハードカバー製品。
【請求項３】
　セキュリティ・タグが、電子応答装置を含むシートである請求項１記載のハードカバー
製品。
【請求項４】
　前記背に付けられた内部本体をさらに具備する請求項１記載のハードカバー製品。
【請求項５】
　ディスクを収容するように構成された内部本体をさらに具備する請求項１記載のハード
カバー製品。
【請求項６】
　前記内部本体は、側端部に沿って互いに結合された複数の頁を具備して書籍を規定する
請求項４記載のハードカバー製品。
【請求項７】
　前記内部本体は、シートを収容するためのリング部材を具備する請求項４記載のハード
カバー製品。
【請求項８】
　前記セキュリティ・タグがRFID装置である請求項１記載のハードカバー製品。
【請求項９】
　前記カバーボードがチップボードである請求項１記載のハードカバー製品。
【請求項１０】
　前記カバーボードがボール紙である請求項１記載のハードカバー製品。
【請求項１１】
　前記カバーボードが繊維板である請求項１記載のハードカバー製品。
【請求項１２】
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　ハードカバー製品であって、
　外側ライナーと、
　ハードカバー製品の背を規定するように間隔を空けて配置され、ハードカバー製品の対
向するカバーボードを規定し、それぞれの主たる面が、前記外側ライナーの主たる面に付
けられる一対のカバーボードと、
　前記カバーボードのそれぞれの第２の主たる面に対して積層するように付けられた内側
ライナーとを具備し、該内側ライナーと前記カバーボードの一方とは互いに積層されてそ
の間に薄膜セキュリティ装置を、これが隠れるように挟み、それによって、前記カバーボ
ードの１つの中に封入され積層されるセキュリティ装置の存在が日常的な表出から隠され
、
　　前記カバーボードの少なくとも一方は、厚さを超える長さ及び幅を持つ、対向する平
坦面を有するシートであって、該対向する平坦面のうちの第１の平坦面が、その上の選択
された部分に設置領域を規定するものと、
　　前記設置領域上に設置され、これに付けられた薄膜セキュリティ装置であって、前記
シートの厚さの小部分(minority)以下の厚さを有するものとを具備し、
　それによって前記対向するカバーボードは、ハードカバー製品の背の対向する辺により
規定される線に沿って折りたたみ式に共に移動するおもてカバーと裏カバーを規定する、
ハードカバー製品。
【請求項１３】
　前記外側ライナーは、前記一対のシートのうちの一方の前記設置領域と整列された部分
上に表示される、コード化表示を規定する請求項１２記載のハードカバー製品。
【請求項１４】
　セキュリティ・タグが、電子応答装置を含むシートである請求項１２記載のハードカバ
ー製品。
【請求項１５】
　前記背に付けられた内部本体をさらに具備する請求項１２記載のハードカバー製品。
【請求項１６】
　ディスクを収容するように構成された内部本体をさらに具備する請求項１５記載のハー
ドカバー製品。
【請求項１７】
　前記内部本体は、側端部に沿って互いに結合された複数の頁を具備して書籍を規定する
請求項１５記載のハードカバー製品。
【請求項１８】
　前記内部本体は、シートを収容するためのリング部材を具備する請求項１５記載のハー
ドカバー製品。
【請求項１９】
　前記セキュリティ・タグがRFID装置である請求項１２記載のハードカバー製品。
【請求項２０】
　前記カバーボードがチップボードである請求項１２記載のハードカバー製品。
【請求項２１】
　前記カバーボードがボール紙である請求項１２記載のハードカバー製品。
【請求項２２】
　前記カバーボードが繊維板である請求項１２記載のハードカバー製品。
【請求項２３】
　ハードカバー製品であって、
　外側ライナーと、
　ハードカバー製品の背を規定するように間隔を空けて配置され、ハードカバー製品の対
向するカバーボードを規定し、それぞれの主たる面が、前記外側ライナーの主たる面に付
けられる一対のカバーボードと、
　前記カバーボードのそれぞれの第２の主たる面に対して積層するように付けられ、カバ
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ーボードと積層される内側ライナーとを具備し、
　　前記カバーボードの少なくとも一方は、厚さを超える長さ及び幅を持つ、対向する平
坦面を有するシートであって、該対向する平坦面のうちの第１の平坦面が、その上の選択
された部分に設置領域を規定するものと、
　　前記設置領域上に設置され、これに付けられた薄膜セキュリティ装置であって、前記
シートの厚さの小部分(minority)以下の厚さを有するものとを具備し、
　前記外側ライナーと前記カバーボードの一方とは互いに積層されてその間に薄膜セキュ
リティ装置を、これが隠れるように挟み、それによって、前記カバーボードの１つの中に
封入され積層されるセキュリティ装置の存在が日常的な表出から隠され、
　それによって前記対向するカバーボードは、ハードカバー製品の背の対向する辺により
規定される線に沿って折りたたみ式に共に移動するおもてカバーと裏カバーを規定する、
ハードカバー製品。
【請求項２４】
　前記外側ライナーは、前記一対のシートのうちの一方の前記設置領域と整列された部分
上に表示される、コード化表示を規定する請求項２３記載のハードカバー製品。
【請求項２５】
　セキュリティ・タグが、電子応答装置を含むシートである請求項２３記載のハードカバ
ー製品。
【請求項２６】
　前記背に付けられた内部本体をさらに具備する請求項２３記載のハードカバー製品。
【請求項２７】
　ディスクを収容するように構成された内部本体をさらに具備する請求項２３記載のハー
ドカバー製品。
【請求項２８】
　前記内部本体は、側端部に沿って互いに結合された複数の頁を具備して書籍を規定する
請求項２６記載のハードカバー製品。
【請求項２９】
　前記内部本体は、シートを収容するためのリング部材を具備する請求項２６記載のハー
ドカバー製品。
【請求項３０】
　前記セキュリティ・タグがRFID装置である請求項２３記載のハードカバー製品。
【請求項３１】
　前記カバーボードがチップボードである請求項２３記載のハードカバー製品。
【請求項３２】
　前記カバーボードがボール紙である請求項２３記載のハードカバー製品。
【請求項３３】
　前記カバーボードが繊維板である請求項２３記載のハードカバー製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハードカバー製品に関する。特に、本発明はハードカバー製品の製造及び利
用を容易化するための、隠されたセキュリティー装置付きハードカバー製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、商品の在庫のトラッキングが重要化してきている。商品の在庫は重要な資本の投
資を示す。コスト的要因に加えて、盗難防止や在庫品の検証や精算、及び生産者が商品を
生産する直前に原材料の提供を受けることができるジャストインタイム生産への需要の高
まりが、在庫トラッキングへの関心を増加させている。
【０００３】
　商品やその容器のトラッキングやモニタリングのために、種々の電子装置や機械装置が
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提供されている。これらの装置には音波による磁気性のセキュリティー・ストリップや、
ラジオ周期波セキュリティー・タグが含まれる。これらの装置は多くの場合タグ、ポッド
、ラベルやパッチ等の形態を有し、商品や、その商品の容器に取り付けるために粘着性の
表面を有する。これらの装置は、商品や、その商品の容器のトラッキングやモニタリング
を容易にする。セキュリティー装置は、典型として特に倉庫や庫売店からの荷抜きや不正
な取り除きに遭いやすい品目に取り付けられる。これらのセキュリティー装置には認識可
能なセンサーが含まれている。ある公知の種類のセキュリティー・タグには、事前に設定
された認識周波数レンジで共鳴する回路を持つ。トランスミッターが前記回路を刺激する
電磁気エネルギーを提供する。そしてレシーバーが前記共鳴する回路から発せられる前記
外部シグナルを検出する。前記トランスミッターと前記レシーバーは検出場所に設置され
ており、多くの場合は小売施設から出ている。その商品が前記検出場所を通過する際に、
作動したセンサー装置が検出されて前記レシーバーが警報を信号する。検出場所を通過す
ることが許可されている商品（購入された商品など）については、通過に先立って別の装
置を用いることで前記検出センサーを作動できなくする。その他の装置としてはデジタル
信号を介して伝達するRFID装置が含まれる。ある公知のRFID装置では、前記信号が、特定
の容器をトラッキングするために個々の識別子を表示する。さらに、極めて薄い形状を有
する薄膜RFID装置が最近開発された。
【０００４】
　多くの場合、大型の店舗は、商品の生産者に対し、商品の容器内にトラッキングとモニ
タリングの装置が内蔵されていることを要求してくる。そして小型店舗や小型卸業者につ
いては、追跡とモニタリングの装置は内蔵されず、又は取り付けられてなくてもよい。こ
のような事情の下では、商品がアフターマーケットのトラッキング及びモニタリングの装
置と共に提供されることが可能である。例えば、商品の電子的な調査用のタグは、粘着性
の裏面によりタグを容器に固定して利用される。該容器はこれによって商品の電子的な調
査を受けることになるが、粘着により取り付けられた前記タグは、その使用を通して問題
を経験する。重要な問題の一つとして、前記容器の外側にある前記タグは剥がれ易いこと
がある。該セキュリティー・タグの剥離は警備を回避して、安全な区域から商品の無許可
の持ち出しを促すこととなる。一方で、商品を購入した者による剥離も問題を生じる。前
記セキュリティー・タグが取り付けられた商品のカバーは引き裂かれたり、破られたりす
るかもしれない。セキュリティー・タグが取り付けられ、又はこれが除去されたパッケー
ジは魅力的ではない。セキュリティー・タグはまた、パッケージ上の装飾的な図柄や文字
を覆ってしまうかもしれない。
【０００５】
　また、重要なことに、組み立て段階におけるアセンブリへの電子セキュリティー・タグ
の取り付けは、その生産や取扱い上の問題をもたらす。セキュリティー・タグは、それが
装着しているものの表面から突き出ている。これが組立て段階のアセンブリを高く積み重
ねていく場合に、新たに上に重ねられたアセンブリとの間に徐々に勾配や傾きを生じさせ
る。例えば、梱包マシンを用いて組立てられるハードカバー書籍は、表カバーと裏カバー
に取り付けられた外側ライナーを受け取る。このような組立て段階のアセンブリは第二の
工程として梱包マシンにより内側ライナーを貼り付けられる。勾配を帯びたアセンブリの
積み重ねは、生産工程での生産や取扱いをより困難にする。さらに、例えば、プロセッシ
ングと内側ライナーの貼り付けのために、提供装置がホッパーからアセンブリを押し出す
と、突き出たセキュリティー・タグが隣り合うアセンブリに傷を付けるかもしれない。
【０００６】
　従って、当該技術分野において、隠されたトラッキングとモニタリングのセキュリティ
ー装置を有するハードカバー製品を提供する必要がある。本発明はこのような必要性に対
して向けられたものである。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、ハードカバー製品であって、外側ライナーと、ハードカバー製品の背を規定
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するように間隔を空けて配置され、ハードカバー製品の対向するカバーボードを規定し、
それぞれの主たる面が、前記外側ライナーの主たる面に付けられる一対のカバーボードと
を具備するカバーボード製品を提供することにより、この分野における上記必要性に合致
する。前記カバーボードの少なくとも１つは、厚さを超える長さ及び幅を持つ、対向する
平坦面を有する一対の対向するシートを具備し、該対向する一対のシートのうちの第１の
シートは、その平坦面上の選択された部分に設置領域を規定するものと、前記設置領域上
に設置され、これに付けられた薄膜セキュリティ装置であって、前記シートの厚さの小部
分(minority)以下の厚さを有するものとを具備する。前記一対の対向するシートは、その
間に前記薄膜セキュリティ装置を、これが隠れるように挟み、前記カバーボードの一方の
対向する辺は、その内部に前記薄膜セキュリティ装置が存在することを表面的に示さない
ように実質的に平行であり、それによって、前記カバーボードの１つの中に封入され積層
されるセキュリティ装置の存在が日常的な表出から隠される。内側ライナーが、前記カバ
ーボードの対向する平坦面に対して積層するように付けられる。前記対向するカバーボー
ドは、ハードカバー製品の背の対向する辺により規定される線に沿って折りたたみ式に共
に移動するおもてカバーと裏カバーを規定する。
【０００８】
　他の局面では、本発明は、　ハードカバー製品であって、外側ライナーと、ハードカバ
ー製品の背を規定するように間隔を空けて配置され、ハードカバー製品の対向するカバー
ボードを規定し、それぞれの主たる面が、前記外側ライナーの主たる面に付けられる一対
のカバーボードとを具備するハードカバー製品を提供する。前記カバーボードの少なくと
も一方は、厚さを超える長さ及び幅を持つ、対向する平坦面を有するシートであって、該
対向する平坦面のうちの第１の平坦面が、その上の選択された部分に設置領域を規定する
ものと、前記設置領域上に設置され、これに付けられた薄膜セキュリティ装置であって、
前記シートの厚さの小部分(minority)以下の厚さを有するものとを具備する。内側ライナ
ーが前記カバーボードのそれぞれの第２の主たる面に対して積層するように付けられる。
該内側ライナーと前記カバーボードの一方とは互いに積層されてその間に薄膜セキュリテ
ィ装置を、これが隠れるように挟み、それによって、前記カバーボードの１つの中に封入
され積層されるセキュリティ装置の存在が日常的な表出から隠される。前記対向するカバ
ーボードは、ハードカバー製品の背の対向する辺により規定される線に沿って折りたたみ
式に共に移動するおもてカバーと裏カバーを規定する。
【０００９】
　もう１つの局面では、本発明は、ハードカバー製品であって、外側ライナーと、ハード
カバー製品の背を規定するように間隔を空けて配置され、ハードカバー製品の対向するカ
バーボードを規定し、それぞれの主たる面が、前記外側ライナーの主たる面に付けられる
一対のカバーボードとを具備するハードカバー製品を提供する。前記カバーボードの少な
くとも一方は、厚さを超える長さ及び幅を持つ、対向する平坦面を有するシートであって
、該対向する平坦面のうちの第１の平坦面が、その上の選択された部分に設置領域を規定
するものと、前記設置領域上に設置され、これに付けられた薄膜セキュリティ装置であっ
て、前記シートの厚さの小部分(minority)以下の厚さを有するものとを具備する。内側ラ
イナーが、前記カバーボードのそれぞれの第２の主たる面に対して積層するように付けら
れ、カバーボードと積層される。前記外側ライナーと前記カバーボードの一方とは互いに
積層されてその間に薄膜セキュリティ装置を、これが隠れるように挟み、それによって、
前記カバーボードの１つの中に封入され積層されるセキュリティ装置の存在が日常的な表
出から隠される。前記対向するカバーボードは、ハードカバー製品の背の対向する辺によ
り規定される線に沿って折りたたみ式に共に移動するおもてカバーと裏カバーを規定する
。
【００１０】
　本発明の目的、優位性及びその技術的特徴は、添付した図面を参考にして、以下の発明
の詳細な説明と請求の範囲を読めば明確となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】外側表面にセキュリティー装置が装着されたハードカバー製品の平面図
【図２】図１に示すハードカバー製品の作製に用いるアセンブリの積み重ねの端面図
【図３】本発明の具体例である隠されたセキュリティー装置付きハードカバー製品の平面
図
【図４】図３に示すハードカバー製品のアセンブリの分解断面図
【図５】本発明の、別の具体例であるハードカバー製品の平面図
【図６】本発明の特徴を示すハードカバー製品の斜視図
【図７】本発明の、別の具体例であるハードカバー製品の斜視図
【図８Ａ】書籍用の紙の束であるアセンブリが付属したハードカバー製品の分解斜視図
【図８Ｂ】書籍用の紙の束であるアセンブリが付属したハードカバー製品の分解斜視図
【図９】本発明のハードカバー製品を作製するためのアセンブリラインを示す略図
【図１０】本発明の、ハードカバー製品であって、セキュリティー装置が封入された中間
体のラミネートされたカバーボードを有する該ハードカバー製品の平面図
【図１１】図１０に示す中間体のラミネートされたカバーボードの切欠き斜視図
【図１２】図１０に示す中間体のラミネートされたカバーボードの分解斜視図
【図１３】図１０に示す中間体のラミネートされたカバーボードを番号13で表す線で切断
した断面図
【図１４】本発明の、中間体のラミネートされたカバーボードの別の具体例であって、シ
ート型セキュリティー装置を用いたカバーボードの斜視図
【図１５】図１４に示す別の具体例である中間体のラミネートされたカバーボードの断面
図
【図１６】本発明の、別の具体例である中間体のラミネートされたカバーボードであって
、一対のセキュリティー装置の組合わせに特徴があるカバーボードの分解斜視図
【図１７】カバーボード内に薄膜型セキュリティ装置が封入されたハードカバー製品の他
の具体例の分解斜視図
【図１８】カバーボードとライナーの間に薄膜型セキュリティ装置が隠されたハードカバ
ー製品の他の具体例の切欠き斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　これより、複数の図を通して同じ番号が同じ部分を示す図をさらに詳しく参照する。図
１は外側ライナーの１２、間隔の空いた一対のシート１４、１６を有し、さらに内側ライ
ナー１８で覆われた、ハードカバー製品１０を示す。封入されたシート１４、１６は、前
記ハードカバー製品のための表カバーと裏カバーを規定する。間隔の空いた一対の溝、ま
たは折り線２０は前記シート１４、１６が相互に折り畳まれて、前記ハードカバー製品１
０を閉じることを可能にする。前記刻み目２０の間にある隙間２２は、前記閉じることが
できるハードカバー製品１０の背、又は背面を形成する。セキュリティー・センサー２４
は前記内側ライナー１８の表面の選択された箇所へ接着剤と共に取り付けられる。前記セ
ンサーは前記内側ライナー１８により規定される平面の上に伸びている。図２に示すよう
に、これは前記ハードカバー製品１０の製造過程で、その取扱いと生産について問題へと
至る可能性がある。前記上向きに伸びたセキュリティー・センサーは、製品の積み重ねの
一部を水平ではなく、斜めに傾いた角２６を成すように配列してしまう原因と成る。この
水平でない積み重ねは各過程での作業における取扱いをより困難なものにする。
【００１３】
　図３は、前記外側ライナー１２、前記シート１４、１６及び前記内側ライナー１８を含
むアセンブリ内部に前記セキュリティー・センサー２４が隠された、本発明のハードカバ
ー製品３０を示す。図４は、図３に示すハードカバー製品アセンブリの分解端面図である
。凹部３２は、梱包マシンを用いた典型的な書籍の製本のための梱包作業における、ダイ
カッティングなどにより前記シート１４に形成される。アプリケータ装置が前記セキュリ
ティー・センサー２４を前記凹部３２に設置する。前記ハードカバー製品３０のためのア
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センブリの外側では、前記外側ライナー１２によって前記凹部３２が閉じられ、反対の内
側では、前記内側ライナー１８が該凹部３２を閉じる。したがって、前記内側ライナー１
８により前記セキュリティー装置２４が前記ハードカバー製品３０内部に覆い隠される。
【００１４】
　前記シート１４（図４において対峙する主たる表面の間を横断するライン３４で示され
る）の厚さについては、前記セキュリティー装置２４が前記凹部３２内あって、該主たる
表面に対して凹みをつくる程度に十分であることが好ましい。前記シート１４、１６は、
ボール紙のシート、繊維板のシート、または他の硬質シート材であり、書籍カバーや、ケ
ース、又は他の商品の容器に適したものである。
【００１５】
　図に示す具体例では、前記隙間２２は前記重なり合う内側ライナー１２と外側ライナー
１８との間に、刻み目、又は溝を規定する。これらの刻み目や、溝は、前記表と裏カバー
がその上で相互に折れ曲がる回転軸、または線を規定する。
【００１６】
　図５は、本発明の別の具体例であるハードカバー製品５０を示す。この具体例では、実
質的に平坦なラジオ周波数タグ５２が前記シート１４ａの表面に取り付けられている。前
記内側ライナー１８が、前記シート１４、１６に対して上に重なるように取り付けられて
いる。図に示される、前記凹部３２を有さない具体例では、前記内側ライナー１８は、前
記背の領域上に伸びている。従って、前記内側ライナー１８は、前記シート状のセキュリ
ティー・タグ５２を上に重なって、隠すように封入する。前記セキュリティー・タグ５２
は僅かな膨らみとして認知できるが、前記内側ライナー上に描かれたグラフィックスやテ
キストの効果を損なうことはない。
【００１７】
　図に示す前記具体例において、前記ハードカバー製品５０はコンパクトディスクやＤＶ
Ｄディスクを収容するように構成された、向かい合わせで噛み合わさってはめ込むプラス
チック製ディスクホルダーのような内部本体に取り付けられる。しかしながら、前記内部
本体は、書籍用に結合した紙の束であってもかまわない。前記ハードカバー製品用の前記
内部本体を規定する、小さな商品、ビデオテープ、書籍、リング式バインダーや他の商品
などをパッケージングするためのその他のシェル型装置も、前記内側の表カバーと裏カバ
ーに有利に取り付けることができる。例として、図８Ａと８Ｂは、書籍として前記ハード
カバー製品に取り付けるための、印刷物を含む紙シートの結合アセンブリ６１を示してい
る。該結合アセンブリ６１は前記背２２に取り付けられる。
【００１８】
　図６は、前記外側ライナー１２が、バーコードや、その他の製品在庫番号のような表示
物６２を含んでいる前記ハードカバー製品５０を示す。この具体例では、前記セキュリテ
ィー・タグ２４（あるいは前記シート１４上に取り付けられた前記セキュリティー・タグ
５２）のための前記凹部３２が、前記表示物６２と実質的に同一直線上に配置されている
。この方法により、セキュリティー・タグの検出装置は、前記ハードカバー製品３０が精
算時にスキャンされる時に、前記セキュリティー・タグを作動できないようにして、警報
を作動させることなく該製品を店舗外に持ち出すことができる。
【００１９】
　図７は、三連リング式バインダーのアセンブリ７２を有する、別の具体例のハードカバ
ー製品７０を示す。この具体例では、前記シート１４が、前記シート状のセキュリティー
装置５２の一つを収容するが、他の具体例では、表カバー（又は裏カバー）を規定する該
シートが前記凹部３２を含む。
【００２０】
　図９は、上記にて論じた、本発明のハードカバー製品を生産するための組立てライン９
０の模式図である。前記組立てライン９０は、前記ハードカバー製品の中間アセンブリの
スタック９３を収容するサプライホッパー９２を含む。梱包マシン９４は、前記外と内側
ライナーに挟まれて前記表と裏カバー体を規定するボール紙シートの余白を断裁する作業
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を行なう。前記梱包マシン９４は、前記凹部３２を細長く切断するためのダイカッター９
５が付いた回転可能なシリンダー９１を有する。前記ハードカバー製品の中間アセンブリ
は前記シート１４、１６に取り付けられた前記外側ライナー１２を含む。ラベルアプリケ
ータ９６が前記セキュリティー・タグ２４の供給を受け取り、それらを個別に前記凹部３
２内、又は前記シート１４上（シート状のセキュリティー・タグの場合）に配置する。生
産の第一工程での前記組立てラインの操業では、前記内側ライナー１８を取り付けるため
に、後で前記ホッパーへと戻される中間アセンブリが作製される。
【００２１】
　前記組立てライン９０は更に、前記外側ライナー１２とは反対側の前記シート１４、１
６の主たる表面に上になるように前記内側ライナー１８の取り付けを行なう、内側ライナ
ーアプリケーションステーション９７を含む。接着ステーション９８は、選択された接着
剤１０１を前記内側ライナー１８に塗布する接着剤アプリケータ１００を含む。ケーシン
グアプリケータ１０２は、前記はめ合わせ式シェル５４、５６のような内部本体またはケ
ース１０３を複数個保持するサプライホッパー１０４を含む。メータリング装置１０６が
、前記ケース１０３の一つを前記背２２に配置する働きをする。向かい合うプラウ１０８
が、前記向かい合う表と裏カバーが相互に旋回して前記ハードカバー製品を折り畳んで閉
じるように、該表カバーと裏カバーを誘導する。ローラー１１０は、前記ハードカバー製
品を閉じるように前記向かい合うカバーを押さえつけ、前記ケース１０３をはめ合わせて
前記接着剤と接着させる。そして次に、前記の完成して、閉じられたハードカバー製品は
、梱包のためにスタッカー１１２に収容される。
【００２２】
　上記のハードカバー製品１０は、前記閉じられて隠されたセキュリティー・センサー２
４を提供するものであるが、前記外側ライナー１２と前記内側ライナー１８はその外部表
面に、その中にある該セキュリティー・センサーの存在を示す跡を含みやすい。これらの
跡は、前記外側ライナー１２や前記内側ライナー１８の前記凹部３２の周辺に生じる僅か
な凹み、又は該凹部周辺の僅かなふくらみ部分として、該凹部の縁により微妙ではあるが
気付いてしまう程の周辺表面との境界線を規定する。本発明は、図１０に描かれるように
、別の局面として、前記セキュリティー・センサー又は装置３２が、中間体のラミネート
されたカバーボード１２０から組立てたハードカバー製品１２２に封入されており、該セ
ンサーの存在を示す印が表面に現れない該中間体のラミネートされたカバーボード１２０
を提供する。前記ハードカバー製品１２２は、前記外側ライナー１２、カバーボード１２
４、そこから間隔を空けて配置された前記中間体のラミネートされたカバーボード１２０
、及び前記内側ライナー１８を含む。前記カバーボード１２４と、前記外側ライナー１２
及び前記内側ライナー１８により上張りされた前記中間体のラミネートされたカバーボー
ド１２０は、書籍、バインダー、ディスク用包装物、又は類似の内部本体を有する製品で
ある前記ハードカバー製品のための表カバー及び裏カバーを規定する。前記間隔の空いた
カバーボード１２４と前記中間体のラミネートされたカバーボード１２０との間の隙間は
、背であって、該背が規定する刻み目に沿って該向かい合うカバーボードが折り畳んで閉
じる前記ハードカバー製品１２２の背を規定する。
【００２３】
　図１１及び図１２を参照すると、前記中間体のラミネートされたカバーボード１２０（
図１１、図１２においてそれぞれ切欠き斜視図、及び分解斜視図で示す）は、ハードカバ
ー製品１２２の組立てに有益に用いられる。前記中間体のラミネートされたカバーボード
１２０は、第一の厚さ１３６を超える長さと幅を持ち、向かい合う平坦な表面１３２、１
３４を含む、一次的な、又は中央シート１３０を有する。さらに、前記中央シート１３０
は、該中央シートを貫通する開口部１３８を規定する。前記開口部１３８は、突出したダ
イスが付いたローラーであり、前記カバーボードがコンベア上の該ローラー部を通過する
時に、該ダイスが該カバーボードにのしかかるようなダイカッターにより形成される。前
記開口部１３８は前記カバーボードの選択された箇所に形成され、それによって、特に、
前記外側ライナー１２は、例えば店舗の精算レジで用いるスキャナーといった、セキュリ
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ティー解除装置を前記選択された箇所へと導くバーコードのような表示物で印刷すること
ができる。
【００２４】
　前記セキュリティー装置３２は前記開口部１３８に収容される。図に示した具体例では
、図１０中の線１３－１３上での断面図として図１３に最もよく示されるように、前記中
央シートの前記向かい合う平坦な表面１３２、１３４のそれぞれにおいて、前記セキュリ
ティー装置３２の両側面が実質的に同一平面を成すように、該セキュリティー装置３２の
厚さが実質的に該中央シート１３０の大部分の厚さを超えない。
【００２５】
　二つの向かい合う外部シート１４２、１４４は、前記中央シート１３０の向かい合う平
坦な表面１３２、１３４のそれぞれと、接着剤を用いてラミネーションにより接着する。
前記外部シート１４２、１４４のそれぞれは、第一の厚さ１３６よりも薄い、第二の厚さ
を有する。これにより、前記外部シート１４２、１４４は、該外部シートに挟まれたかた
ちで前記開口部１３８内部にある前記セキュリティー装置３２を封入する。前記外部シー
ト１４２、１４４の厚さは、前記中間体のラミネートされたカバーボード１２０の表面に
前記セキュリティー装置３２の存在を示す跡が現れないような、十分な寸法である。した
がって、前記中央シート１３０に封入される前記セキュリティー装置３２は、その存在の
表面的な跡から隠される。
【００２６】
　前記中央ボード１３０は、前記外部ボード１４２、１４４と同様にして、書籍、ノート
パッドの背表紙やその他の類似製品に用いられるカバーボードに用いされるチップボード
、ペーストチップボード、ボール紙、灰色の繊維板やその他の類似材料のような半硬質の
シート材から作られる。
【００２７】
　図１１乃至１３を参照すると、前記中央ボード１３０と前記外部ボード１４２、１４４
は協働して、次にハードカバー製品の構成要素として用いられる前記ラミネートボード１
２０を作り出す中間体を構成する。該中央シート１３０は、ダイカッターなどにより選択
された箇所で前記向かい合う表面を貫通する前記開口部１３８を有する形で提供される。
そして次に前記外部シート１４４が接着剤を用いて前記平坦な表面１３４にラミネートさ
れる。これにより前記開口部１３８の一方の側が塞がれる。前記セキュリティー装置３２
は前記開口部１３８の中に設置される。図１３に示すように、前記セキュリティー装置３
２は、前記中央シート１３０の向かい合う平坦な表面１３２、１３４と実質的に同一平面
を超えないように、該中央シートの大部分の厚さよりも薄い厚さを有することが好ましい
。前記第二の外部シート１４２は、前記セキュリティー装置３２を封入するために前記平
坦な表面１３２にラミネートされ、中間体のラミネートされたボード１３０であって、該
ボード内にある該セキュリティー装置３２の存在を示す跡が、該外部シートが規定する前
記向かい合う表面に現れない、該中間体のラミネートされたボード１３０を形成する。
【００２８】
　例として、前記中央ボード１３０は、長さ7.5インチ、幅5.75インチ、そして厚さ0.060
インチを有する。前記開口部１３８は前記中央ボードの上部から1インチの位置で開口さ
れ、横方向の中央に位置する。市販で手に入るタイプのセキュリティー装置は約0.056イ
ンチの厚さを有する。前記外部ボード１４２、１４４は長さと幅において前記中央ボード
と一致しており、約0.010インチの厚さを有する。別の具体例では、約0.020インチの厚さ
を有する一枚の外部ボードを用いることで、一方の表面がむき出しの状態にある前記中央
ボード130が挙げられ、この発明の具体例の方が安価であるかもしれない。その他の具体
例については、ハードカバー製品を作製する技術分野における通常の知識を有するものに
は自明である。
【００２９】
　図１０を参照すると、前記中間体のラミネートされたカバーボード１３０は、前述した
通り、前記セキュリティー装置３２が、その存在を示す跡が表面から観察されない状態で
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封入された、前記折り畳み可能なハードカバー製品１２２を形成するよう、前記カバーボ
ード１２４、前記外側ライナー１２、そして前記内側ライナー１８と共に、直ぐに組立て
られる。
【００３０】
　図１４は、別の具体例としての、前記平坦なラジオ周波数タグ５２のようなシート状の
セキュリティー装置を用いて、該セキュリティー装置の存在を示す跡が表面に現れない、
中間体のラミネートされたカバーボード１５０の切欠き斜視図を示す。図１５は、浅い凹
部１５４を規定する前記中間体のラミネートされたカバーボード１５０の分解断面側面図
を示す。前記凹部１５４は底面を有しており、前記カバーボードにデボス加工することで
形成される。前記凹部１５４は、前記カバーボード１５２が突起を有するローラーとプレ
ッシャープレートの間を通過し、該凹部１５４を形成するように、突起が該カバーボード
の選択された箇所を圧縮することにより形成される。その後、前記凹部１５４は、前記平
坦なラジオ周波数タグ５２の一つを収容する。前記デボス加工による凹部１５４の深さは
、殆ど前記ラジオ周波数タグ５２に厚さと同じであるが、しかし、一般的に十分に圧縮さ
れているために該ラジオ周波数タグ５２の外側表面は、前記カバーボード１５２の該凹部
周辺の表面と比べて同一平面を成すか、又は凹んでいる。ライナーボード１５６が、前記
ラジオ周波数タグ５２に対して上に重なる形で接着剤により装着され、たとえ該ラミネー
ト構造内に該セキュリティー装置の存在をしめす跡が外側表面に現れるにしても殆ど見え
ないように、該凹部内にあるラジオ周波数タグ５２を封入する。図１５に関しては、前記
セキュリティー・センサー（ラジオ周波数タグ５２）が、カバー１２と内側ライナー１８
の取り付けられる前に、完全に隠されていることが好ましい。前記中間体カバーボード１
５０が、前記カバー１２とライナー１８含むバインダーの取り付けのために、前記ラミネ
ートされたカバーライナー１５６が装着されていない状態で、ハードカバー製品（書籍バ
インダーのような）の生産者に提供される場合もある。前記凹部１５４を有するこの別の
具体例では、前記カバー１２の取り付け後は、前記セキュリティー・タグの跡が殆ど表面
に出ないようにすることができる。
【００３１】
　図１６は、コンビネーション・セキュリティー装置１６６を収容する、別の具体例であ
る中間体カバーボード１６０の分解斜視図を示す。前記カバーボード１６０は溝孔１６２
と、その隣の凹部１６４を規定する。前記溝孔１６２は、前記カバーボード１６０を貫通
するダイカットであるが、前記凹部１６４は、上述したのと同様に、そこにデボス加工さ
れたものである。前記コンビネーション・セキュリティー装置１６６は、音式磁気セキュ
リティー・バー１７０と平坦なラジオ周波数タグ１７２を具備するバッキングシート１６
８を含む。前記コンビネーション・セキュリティー・タグ１６６の周辺部分は接着剤コー
ティング１７３を具備する。
【００３２】
　例示することを目的として、図１６では、前記セキュリティー・バー１７０と前記平坦
なラジオ周波数タグ１７２が付いた前記コンビネーション・セキュリティー・タグ１６６
は、前記カバーボード１６０から離れた方向に配置されている。設置された状態では、前
記コンビネーション・セキュリティー・タグ１６６は前記カバーボード１６０に向いて配
置され、セキュリティー・バー１７０は前記溝孔１６２に、平坦なシート状のラジオ周波
数タグ１７２は前記凹部１６４にそれぞれ配置される。前記周辺部の接着剤コーティング
１７３は、前記コンビネーション・セキュリティー・タグ１６６を適切な位置へ固定する
。
【００３３】
　図示されてはいないが、図１１と１２を参照すると、カバーライナー１４２を前記カバ
ーボード１６０にラミネートすることで、前記コンビネーション・セキュリティー・タグ
１６６を封入し得ること、さらに別の具体例でも、一対の向かい合うカバーボード１４２
、１４４を、前記カバーボード１６０の向かい合う表面にラミネートすることができるこ
とがわかる。図１６に示す具体例は、このようなセキュリティー装置のうちどちらか一方
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、又は両方を有する施設（例えば店舗や、図書館のような）にて有益に使用される。前記
セキュリティー装置１６６を含む前記中間体のカバーボード１６０は、カバーライナー１
２と内側ライナー１８を取り付けるため、ハードカバー製品の生産者に提供される。結果
として作られるハードカバー製品は、隠して封入したセキュリティー装置の存在を示す表
面の跡が小さくなったものや、又は、前記カバーライナー１４２、１４４付きでは、前記
封入されたセキュリティー装置を示す跡が全く観察できない製品となる。ハードカバー製
品の生産者は、前記カバーライナー１４２、１４４を有するものか、前記単一層含む中間
体のカバーボードかを選択できる。
【００３４】
　図１７は、対向するカバーボード１８０及び１８６を有し、カバーボード１８０が薄膜
型セキュリティ装置１８８を隠している、ハードカバー製品１９２の分解斜視図である。
カバーボード１８６とカバーボード１８０は、外側ライナー１２及び内側ライナー１８に
付けられている。カバーボード１８６、１８０は、図６、７及び８Ａに示すような内部本
体を有する本、バインダー、ディスク用包装物等のハードカバー製品１９２のおもてカバ
ー及び裏カバーを規定する。カバーボードは、製本や他のハードカバー製品に用いられる
典型的なキャリパー(caliper)ボードである。一般的に、製本又は包装される本が大きい
ほど、厚いボードが用いられる。例えば、約１２×１２インチの表面積を有する本は、９
×６インチの表面積を有する本よりも厚いボードを用いるであろう。より大きなボードは
、より容易に湾曲するので、より厚いボードを用いて湾曲を低減する。典型的には、ポイ
ント、すなわち、１インチの千分の１で表すと、典型的なボードは、例えば８０ポイント
ボードであるがこれに限定されない。カバーボード１８６とカバーボード１８０の間のギ
ャップ２２は、ハードカバー製品１９２の背を規定する。ハードカバー製品１９２は、対
向するカバーボード１８０、１８６を、外側ライナー１２中の刻み目２０に沿って折りた
たむことにより閉じられる。
【００３５】
　図示の具体例では、カバーボード１８０は、それぞれの対向する主な平坦面が積層され
る、例えば接着剤により互いに結合される一対の対向するボード又はシート１８２、１８
４から組み立てられる。ボード１８２、１８４は、典型的には上記したボード１３０、１
４２、１４４と同じ又はこれらに類似しており、従って、典型的には、書籍、ノートパッ
ドの背表紙やその他の類似製品に用いられるカバーボードに用いされるチップボード、ペ
ーストチップボード、ボール紙、灰色の繊維板やその他の類似材料のような半硬質のシー
ト材から作られる。ボード１８２、１８４は互いに結合され、製本工程におけるケーシン
グのような、ハードカバー製品の要素として用いられるカバーボード１８０を形成する。
限定されない例として、２枚の４０ポイントチップボードを互いに積層して、ハードカバ
ー製品に用いる実質的に８０ポイントのカバーボード１８０を形成し、これらの間にセキ
ュリティ製品１８８が隠れるように挟まれる。
【００３６】
　薄膜型セキュリティ装置１８８は典型的には薄膜RFID装置である。薄膜RFID装置は最近
開発され、典型的には極めて薄い、平坦な形状又はシート状であり、www.upmraflatac.co
mのUPM Raflatacから入手可能なRAFSECタグのようなものである。一般的に、このような
薄膜セキュリティ装置は約１～４mmの厚さを有する。本発明では、このような形状は、凹
部や開口等を用いることなく薄膜RFID装置１８８をボード、シート、ライナー等の下に隠
すことができ、その結果、薄膜RFID装置がその下に存在することをほとんど又は全く示さ
ない、典型的に十分に薄いものである。一般的に、薄膜セキュリティ装置は、カバーボー
ド１８４又はライナーの厚さの小部分(minority portion)よりも小さな厚みを有する。上
記のとおり、薄膜RFID装置１８８のようなRFID装置は、ハードカバー製品のためのセキュ
リティセンサー、装置、タグ等として作動する電子応答装置を包含する、電子応答装置を
包含する。
【００３７】
　ボード１８４は、その主たる平坦面上に、薄膜型セキュリティ装置１８８を位置づける
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ための設置領域又は部分１９０を規定する。設置領域１９０は、薄膜型セキュリティ装置
１８８を自動的に設置するための単に指定された場所であってもよいし、あるいは、例え
ば接着剤又は他の手段によって薄膜型セキュリティ装置８２の取り付けを容易にするよう
に構成されていてもよい。ある具体例では、ハードカバー製品１９２は、バーコードまた
は他の製品目録番号のような表示（図示せず）、例えば、設置領域１９０と実質的に整列
して配置される、外側ライナー１２上の表示６２を含んでいてもよい。例えば、値付けの
ためにハードカバー製品１９２をスキャンする際に、セキュリティ装置検出器が、セキュ
リティ装置（すなわち、薄膜型セキュリティ装置１８８）を読み、無効化することができ
、それによって、製品は、警報を鳴らすことなく店から持ち去ることができる。目録トラ
ッキングはまた、製品の販売に関する情報を受け取ることができる。
【００３８】
　薄膜型セキュリティ装置１８８は、設置領域１９０上に置かれ、ボード１８２、１８４
は、これらの間に薄膜型セキュリティ装置１８８を挟むように積層され又はそうでなけれ
ば互いに結合され（例えば接着剤により）、それによって実質的に又は完全にカバーボー
ド１８４の内側におけるその存在が隠される。ボード１８０の対向する辺は、ボード内に
セキュリティ装置１８８が隠されていることを表面が示すことないよう実質的に平行であ
る。
【００３９】
　図１８は、カバーボード１９８の平坦面に取り付けられた薄膜型セキュリティ装置１８
８を隠すハードカバー製品１９４の切欠き斜視図である。外側ライナー１２と内側ライナ
ー２００を有するカバーボード１９６、１９８が、図６、７及び８Ａに示すような内部本
体を有する本、バインダー、ディスク用包装物等のハードカバー製品１９４のおもてカバ
ー及び裏カバーを規定する。カバーボード１９６、１９８の間のギャップ２２は、ハード
カバー製品１９４の背を規定する。ハードカバー製品１９４は、背２２により規定される
線に沿って対向するカバーボードを折りたたむことによって閉じられる。
【００４０】
　カバーボード１９６、１９８は、それぞれの対向する面に対して例えば接着剤により、
積層されるように取り付けられる内側ライナー２００をそれぞれ具備する。ライナー２０
０は、上記した可撓性材料の１種のような適切な積層材料から典型的に形成される上記し
た内側ライナー１８と同じ又はこれらと類似している。カバーボード１９６、１９８とラ
イナー２０２は、互いに積層され、ハードカバー製品１９４を構成する。
【００４１】
　図示の具体例では、ボード１９８は、薄膜型セキュリティ装置１８８を設置するための
設置領域２０２を主たる平坦面上に規定する。薄膜型セキュリティ装置１８８は、接着剤
等により設置領域２００上に設置される。薄膜型セキュリティ装置１８８は、接着剤層を
具備していてもよく、あるいは、ノズルを介して接着剤を設置領域に塗布することができ
る。ライナー２００は、ボード１９８に積層され又はそうでなければその上に重ねて結合
され（例えば接着剤により）、ライナー２００とカバーボード１９８の間に薄膜型セキュ
リティ装置１８８が隠されるように封入され、それによって、実質的に又は完全にその存
在が隠される。別の具体例では、同様に、設置領域２０２は、外側ライナー１２により覆
われるカバーボード１９８の表面上にある。
【００４２】
　カバーライナー及び内側ライナーは、典型的には、約８０ポンドの未被覆重量から約１
１０ポンドの被覆重量を有するが、これは変えることができる。ライナー２００は、一般
的にボードよりも薄く、より可撓性が高く、この具体例では、薄膜セキュリティ装置１８
８がある設置領域の位置にわずかに高くなった部分が存在するかもしれないが、このよう
な存在は、より注意深く観察しない限り日常的な観察では容易にわかるものではなく、こ
のハードカバー製品は本発明の範囲内であることが理解される。
【００４３】
　本明細書は、種々の具体例を作製し使用するために必要な工程を含んだ、隠されたセキ
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ュリティー装置を具備するハードカバー製品を提供する本発明を記載した。しかしながら
、本発明の精神及び範囲内で、本ハードカバー製品の構造に種々の変更や変形が可能であ
り、また、添付のクレーム内で説明される本発明の範囲から離れることなしに、本発明に
修飾や変更が可能であることが理解されるであろう。
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